
機密性２情報
関東地方整備局 契約変更に関する相談窓口の設置

◆円滑な変更協議に資するため、直轄工事受注者（港湾空港関係）からの問合わせや相談へ
の対応を行うため、変更契約に関する相談窓口を本局（港湾空港部）に設置しました。

◆問合せ・相談は、下記のメールアドレス宛に提出して下さい。問合せのあったメールアドレス
宛に回答します。

◆相談窓口の対象工事は、契約期間中の港湾空港関連（本官・分任官）工事です。

国土交通省 港湾局
【技術企画課】

関東地方整備局
（港湾空港関係）

●本局関係課
●関連事務所

『関東地方整備局【港湾空港関係】
契約変更に関する相談窓口』

◆問合せ・相談先
e-mail : pa.ktr-henkoumadoguchi@ml.mlit.go.jp

◆問合せ・相談の際は下記の①～④事項をメール文に
記載願います。

①会社名、役職
②工事件名（発注年度含む）、工期、工事上の役職
③氏名、連絡先（電話番号、返信先アドレス）
④具体的な問合せ・相談内容
（いつ、どこで、誰が、誰に、何を、どのような、など）
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契約変更に際しては、「港湾工事における契約変更事務ガイドライン」を参照
http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr1_000007.html


